
（参考様式１）

　 使用者 金　額

按
あん

分による政務活動費の支出額 円

使用者

４　広聴費３　広報費

※ 領収書の但書きやレシートに支出内容の明確な記載がない場合や印字が不鮮明な場合は、
 　領収書等添付用紙に内容及び内訳を明記するとともに他の証拠となる資料を添付すること

５　要請･陳情活動費

６　会議費

２　研修費

備　　　考

按
あん

分の場合　　　５０％　　　　３３％　　　（　　　　）％

９　人件費

使　途　内　容

按
あん

分による支出の場合

領収書等添付用紙

整理番号経費項目

１０　事務所費８　資料購入費７　資料作成費

領収書・その他証拠書類添付欄

１　調査研究費

代表者 経理責任者

会派名若しくは議員名

按分した場合は
按分後の金額を入
れる。

「備品台帳に記入済」等

【宛名について】
領収書等（レシート、利用明細書等）宛名は、領収書発行者に記載しても

らう。宛名の記載方法については、共通事項を参照。

【貼付方法について】
このような貼り方は不可。

１枚ずつ分けて貼ること。

支出内容・数量等を記載すること。

【レシートの注意事項】
レシートの印字は劣化しやすいので

レシートの原本とともにその写しを領収
書等添付用紙に貼付することが望まし
い。

年間で通し番号が
望ましい。

【添付書類について】
・ 研究会等への参加負担金等は、資料の一部又は全部を添付すること。

・ 会議開催のため会場費の支出は、会議名、開催日、開催場所、参加議員名等を記載するとともに、
資料の一部又は全部を添付すること。

・ 事務所の賃借料、事務機器のリース料等を支出する場合は、 契約書の写しを１部添付すること。

・ 調査業務等の外部委託(調査研究費)に要する経費を支出する場合については、契約書の写し及び
成果品を１部添付すること。

・ 領収書のみでは内容や数量が明確でないときは他の証拠となる内訳書等を添付すること。

調査業務等の外部委託(調査研究費)に要する経費を支出する場合については、契約書の写し及び成

会派で確認するこ
と。

あん

あん
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（参考様式２）

経費項目 資料購入費 会派名

整理番号 領収書の日付 支出金額 備     考

　（記入例）１　　　令和7年5月26日 5,000 ○×新聞(△□議員）

※添付事項を一覧に整理し、領収書等添付用紙の表紙として提出してください。

領収書添付一覧

合　　計
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   （参考様式３）

項 目 注       意       事       項

１ 日 付 　□　領収した日が記載してあること。

　□　会派名又は所属議員名が記載してあること。

※ あて名のないもの、上様となっているもの、後援会の名前になっているもの

　など会派名又は議員名でないものは原則として不可。反証する場合は、証拠

　となるものが必要。

３ 発 行 者 　□　記名押印がされていること。

　□　何の代金か明確に記載してあること。

※ 商品代など具体名のないものは領収書等添付用紙に内容及び内訳を明記する

 こと。ただし、別紙により明細などの具体名の内訳が示されているものは可。

　□　領収書の記載金額が5万円以上(消費税の金額が明確に記載してある場合

　　には消費税を除いた金額)の場合に貼付してあること。

　　　また、消印されていること。

　□　訂正箇所にもとの記載が読めるようにして二本線を引き、正しい記載を

　　したうえで、発行権限者の押印(訂正印)がしてあること。

　□　銀行等の振込金受取書(ＡＴＭ利用明細票など)は、日付、依頼人(会派名

　　又は議員名）受取人、金額が記載されていることに加え、明細の記された

　　請求書の写しを合わせて添付することや内容を領収書等添付用紙に補記す

　　るなど使途（内容）が明確なものに限り、領収書に代えることができる。

 □　 レシートは、日付、あて名、発行者、品目、金額の記載があるものにつ

　　いては、これを領収書として取り扱うことができる。

※ あて名の記載がないレシートは領収書等添付用紙にあて名を補記する。

　□　領収書等添付用紙は所定の様式によるものとし、経費項目ごとに領収書

　　等を貼り付ける。領収書等は、重ねずに貼り付ける。

　□　領収書・その他証拠書類添付欄が不足する場合は、裏面には添付せず、

　　白紙等に貼付のうえ添付すること。

　□　感熱紙による領収書、レシート等は、時間の経過とともに印字が薄く

　　なったり、消えてしまうので、できるだけ避ける。

　□　これらしか徴することができない場合は、必ずコピーをとり、本書とと

　　もに保管しておく。

そ の 他

９ 添付用紙

８ レシート

領 収 書 チ ェ ッ ク 表
(領収書等を領収書等添付用紙に貼付する際の注意事項について)

５ 印 紙

７
銀行等の
振 込 金
受 取 書

記載事項
の 訂 正

２ あ て 名

但 書 き４

６

10
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［　　　　　年度］ (単位：円)

月　日 費　目 内　　　容 収入金額 支払金額 差引残高

（記入例）
4月11日

政務活動費　4～9月分 810,000 810,000

（記入例）
4月30日

資料作成費 Ａ４用紙(５００枚入り)　5包 8,000 802,000

政 務 活 動 費 会 計 帳 簿（日計表）

(参考様式４)

会派名                                                                  
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(参考様式５）

［　　　　　年度］

項目区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

収入額

利息・その他
収入

収入　合計

調査研究費

研修費

広報費

広聴費

要請・陳情
活動費

会議費

資料作成費

資料購入費

人件費

事務所費

合　計

累　計

残　　　額

政 務 活 動 費 会 計 帳 簿（月別集計表）

会派名　　　　　　　　　　　　                           　　　　　　      

(単位：円)
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年   月   日 
 

岡山市議会議長様 

 
会派名 

 

政務活動概要報告書 
 

 
政務活動費に関する  年度政務活動概要報告書を提出します。 

 
記 

 
１ 調査研究活動（研究会・調査、視察等） 
 

〇〇研究会に参加 〇月〇日 参加人数 〇人 講師 〇〇 会場  
●●に関する調査 〇月〇日～〇月〇日  対象者数 ○名 

   
２ 研 修 活 動（研修会） 
 
  〇〇研修会を開催 〇月〇日 参加人数 〇人 講師 〇〇 会場 〇〇 

３ 広報広聴活動（①報告会・②パンフレット作製・③意見交換会等） 

 
〇〇報告会の開催 〇月〇日 参加人数 〇人 会場 〇〇 

   意見交換会の開催 〇月〇日 参加人数 〇人 会場 〇〇 内容：〇〇について 
〇〇についてのパンフレットの作成 作成部数 〇〇部 

４ 要請陳情活動 

   
  〇〇に関する要望  

〇月〇日～〇月〇日 相手方 ○〇党本部 面会者 〇〇 内容：〇〇について 
   
５ 会 議 活 動 
   
  〇〇会議の開催   

〇月〇日 参加人数 〇人 会場 〇〇  内容：〇〇について 
６ その他 活 動 

   
   

 
 
 
 
 

記入例 
（参考様式 ６） 
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視察申請書 

年  月  日 

会派代表者 様 

会派経理責任者 様 

会派・議員名 

 

政務活動費による視察を下記のとおり実施したいので申請します。 

 

視察内容 

①○○○対策について  

②△△センターの整備経過と活動、現在の運営状況について  

③□□に関する取り組みについて 

④●●公園整備事業について 

期間 令和〇年〇月〇日（〇）～ 令和〇年〇月〇日 （〇） 

視察先・行程① 

日時 〇年〇月〇 日 （  ）  

視察先 〇〇市役所 

目的 〇〇導入後の〇〇申請件数の推移について 

発着及び経由地 岡山駅 → 〇〇市役所 → 宿泊地 

宿泊地 〇〇市 

視察先・行程② 

日時 〇年〇月〇 日 （  ）  

視察先 △△市 △△センター 

目的 △△利用件数の増加について 

発着及び経由地 宿泊地 → △△センター → □□市役所 

宿泊地  

視察先・行程③ 

日時 〇年〇月〇 日 （  ）  

視察先 □□市 □□課 

目的 □□に関する新たな取組について 

発着及び経由地 □□市役所 → 宿泊地 

宿泊地 □□市 

視察先・行程④ 

日時 〇年〇月〇 日 （  ）  

視察先 ●●市 ●●公園 

目的 整備後の公園利用者数について 

発着及び経由地 宿泊地 → ●●公園 → 岡山駅 

宿泊地  

支出予算額 

交通費 〇〇,〇〇〇円 

宿泊費 〇〇,〇〇〇円 

その他 〇〇,〇〇〇円 

 
※ 行程表は別様式を添付しても構いません。 

 

記入例 
（参考様式 ７） 
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月 日 時 間 行  程 交 通 機 関 ・ 摘 要
8︓20 集 合 岡山駅２階 新幹線改札口前

↓
 8︓30 岡 山 駅 発
11︓45 東 京 駅 着

↓
11︓50
12︓50

↓
13︓00 東 京 駅 発
13︓30 〇 〇 駅 着

↓

↓
17︓00 ホ テ ル 着 チェックイン

9︓00 ホ テ ル 発 チェックアウト

↓
9︓10 〇 〇 駅 発
10︓00 〇 〇 駅 着

↓
10︓10 〇 〇 駅 発
11︓45 〇 〇 駅 着

↓
12︓00
13︓00

↓
13︓10 〇 〇 駅 発
13︓40 〇 〇 駅 着

↓

↓
16︓30 〇 〇 駅 発
17︓30 岡 山 駅 着

↓
17︓40 解 散 岡山駅２階 新幹線改札口前

視察調査等行程表
年〇月〇日（〇）〜 〇日（〇）

〇/〇
(〇)

ＪＲ新幹線のぞみ〇〇号・東京行

昼 食

〇〇線・●●行

〇〇県
〇〇市視察

宿 泊
〇〇ホテル
○〇県○〇市××

14︓00
〜

16︓00

△△について
〒***-**** 〇〇県〇〇市××
 TEL︓

〇/〇
(〇)

〇〇線 ●●行

〇〇線 ●●行

昼 食

〇〇線 ●●行

〇〇県
〇〇市視察

ＪＲ新幹線△△ 〇〇号・●●行

14︓00
〜

16︓00

□□について
〒***-**** 〇〇県〇〇市××
 TEL︓

記入例
（参考様式 ８）
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視察報告書 
 

年   月   日   
会派代表者 様 
会派経理責任者 様 
 

会派・議員名                
 
政務活動費による視察を実施したので報告します。 
 
日時 〇月〇日（ ） 14：00 ～ 15：30  

視察先 
 
 
 

都市名・視察先施設

名等 
〇〇市役所 

〇〇課 

対応者 
面会者 

〇〇課課長補佐  

〇〇 〇〇氏 

視察の目的 
 

○○○対策について  

調査事項 
 
 

・初期投資費用、年間維持費等経費に関する事項 

・導入後にわかった問題点など 

概要及び所見 
（成果・市政への 
 反映など） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

備考  関連   調査研究費 〇〇番、●●番 

 
  
 

記入例 

※ 所見は個人ごとに記入してください。 

関連する事項の記載等は任意です。 

※日時、視察先、目的、調査事項等

共通の部分は代表者が作成しても

かまいません。 

（参考様式 ９） 
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研修等申請書 
 
 

年   月   日   
 

会派代表者 様 
会派経理責任者 様 
 

会派・議員名                
 
 
 

政務活動費による研修等を下記のとおり行いたいので申請します。 
 
 

記  

 

 

 

１．政務活動の種類  

 

調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴費 ・ 要請陳情活動費 ・ 会議費 ・ その他（       ） 

             

 

 

２．目 的     〇〇への対策について専門家を招いて行う研修会への参加し、岡山市の課題である 

○○についての解決策を模索する。 

      

 

３．日 時     令和○○年○月○○日（△） 

 

 

４．場 所      〇〇県〇〇市 〇〇文化センター 

 

 

５．支出予定額 交通費      〇〇,〇〇〇円 

            研修参加費  〇〇,〇〇〇円 

 

６．その他      

 
 
 
 

※該当する項目に〇をしてください。「その他」の場合は具体的に記入してください。 

記入例 （参考様式１０） 
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研修等報告書 
 

年   月   日   
 
会派代表者 様 
会派経理責任者 様 
 

会派名・議員名      
        

 
 

政務活動費により行った研修等について報告します。 
 

政務活動費の種類 
調査研究費 ・ 研修費 ・ 広聴費 ・ 要請陳情活動費  

会議費  ・ その他 （           ） 

目的 〇〇対策について、専門家を招いて行う研修会への参加し、岡山市

の課題である○○の解決策を模索する 

日時 令和〇年〇月〇日（〇） 〇時から〇時 

場所 〇〇県〇〇市  〇〇文化センター 

内容 
○○についての現状報告 

他市での対応事例の紹介 

〇〇対策についての今後の見通し 

具体的な成果及び市政への

反映状況 
他市での対応事例のうち、〇〇市での取り組みが岡山市の課題解決

に有効なのではないかと考える。 

 
（注）１ 研修等は、参加（受講）・開催を含む 
 
 
 
 
 
 
 
 

記入例 

※該当する項目に〇をしてください。「その他」の場合は具体的に記入してください。 

（参考様式１１） 
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視察等の宿泊にかかる理由書 
 

会派代表者様 

議員名                

 
 

 

上記の理由により、宿泊を伴わず自宅から視察地へ向かうことを認めます。 

 

令和 ○○ 年  ○ 月  〇 日 

会派・職名 〇〇党 会派代表者（又は経理責任者）  

氏名                  

 
 
 
 
 

視察日程 
視察地 

１日目：令 和●●年●●月●●日 ●●市役所 
２日目：令 和●●年●●月●●日 □□市役所、▽▽公園（▽▽市） 

内容 
視察1日目と2日目の間に宿泊を伴わず、視察１日目及び２日目のいずれも
自宅から用務地へ向かうことを認めていただきたい。 

理由 
（具体的な内容） 

記入例１：家族（子：〇〇 〇年〇月〇日生）について、養育が必要な年齢
であり（未成年の学生等）、上記視察期間中に対応する者がいないため。 
 
記入例２：家族（母：〇〇 〇年〇月〇日生）について、介護が必要な状況
であるが、上記視察期間中に対応する者がいないため。 

（参考様式１２） 記入例 
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政務活動費支払証明書 
 

 

上記のとおり支払ったことを証明します。 

 

令和 ○○ 年  ○ 月  □ 日 

会派・職名 〇〇党 会派代表者（又は経理責任者）  

氏名                  

 
※按

あん
分により支出する場合は、按

あん
分率を記載すること。 

※証拠書類がある場合は裏面に貼付し、証明者印で割印してください。 

支 払 日 令 和 ○○ 年 ○ 月 ○ 日 

支払金額 
（会派総額） 

 
総額 1,500 円 

 

支払者 〇〇 〇〇 、▽▽ ▽▽ 、□□ □□  

使  途 
（具体的な内容） 

会派視察でのバス・鉄道料金（視察先〇〇市役所への移動） 
 

〇〇バス  ●●駅前〜〇〇公園前までの区間 ２００円 ×３名分 
△△鉄道  □□駅から▽▽駅までの区間   ３００円 ×３名分 

領収書を徴し 
難かった理由 

乗車時に現金払いし、領収書がもらえなかったため 

（参考様式１３） 記入例 
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※太枠の部分を記入してください。

2025 年 5 月

使用期間 始期 終期 2025/6/2

使用量 ｋWh

請求予定金額 円 単価（A） 60 円／ｋWｈ

使用期間 始期 終期 2025/6/2

距離 18,250
走行距離
（B）

100 km

プレートナンバー（※１） 〇〇ー〇〇

メーカー

車種

車両型式番号

　最高出力（※２） kW/rpm

　最大トルク（※２） N・m/rpm

交流電力消費率（※３） Wh/km 0.161 kWh/km（C）

メーカーURL（※４） https://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/LEAF/index.html#

966 円

按
あん

分率 33 ％

請求額 318 円

　※使用期間の始期・終期は電気使用量のお知らせの始期・終期と合わせてください。

請求額

　 走行距離（B）×交流電力消費率（C）×電気単価（A）

リーフ

ニッサン

岡〇〇〇　

　※１　会派に届け出ている車両のプレートナンバーを記入してください
　　　　（届け出ていない車両の燃料代は請求できません。）。
　※２　同じ型式でモーターに種類がある場合に記載してください。
　※３　WLTCモードでの値を記入してください（カタログに記載がない場合はJC08モードを記載
　　　　してください。
　※４　URLが記載できない場合は参考とした書類を添付してください。

使用車両について（環境仕様書などから転記）

161

340/500-4000

160/4600-5800

ZAA-ZE1

　電気自動車燃料代計算書(記入例)

2025/5/1

2025/5/1

18,150

請求年月

電気代について（電気使用量のお知らせ・領収書等転記）

走行距離について（該当日の車両のオドメーターの値を記入）

400

24,000

　※該当月の電気資料量のお知らせ、領収書を添付してください。

（参考様式１４）
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備品台帳(記入例)

1 H30
片袖机（プラスLA-117D-3 WS/W4）
【使用目的】政務活動補助職員用

H30.5.1 15年 88,000 円 R7.6.1
劣化により
廃棄

円 ％ 円

2 R5
書庫（コクヨS-360F1NN）
【使用目的】会派控室政務活動費資料整理用

R5.6.2 15年 56,000 円 円 ％ 円

3 R3
ノートパソコン（HP470　G8）
【使用目的】政務活動補助職員用

R3.5.1 4年 104,280 円 R6.12.1
故障で修理
不能のため
廃棄

R7.4.30 52,140 円 50 ％ 0 円

4 R4
ノートパソコン（NEC　LAVIE PCN1685KAL）
【使用目的】議員政務活動使用

R5.11.1 4年 120,000 円 R6.9.15
辞任のため
返納

R9.10.31 60,000 円 50 ％ 46,250 円

5 R7
ノートパソコン（富士通LIFEBOOK WP1/J3）
【使用目的】議員政務活動使用

R7.7.1 4年 180,000 円 R11.6.30 90,000 円 50 ％ 円

6
【使用目的】

円 円 ％ 円

7
【使用目的】

円 円 ％ 円

耐用年数
終了日

政務活動費から
の支出額

耐用
年数

※使用中の備品を全て記載し、収支報告書に添付してください（年度中に処分された備品についても記載すること）
※備品は購入単価（税込）が１件５万円以上の物品とします。
※購入単価（税込）が３０万円以上の備品への政務活動費からの経費の支出はできません。
※保管場所を明らかにし、現物確認ができる状態としてください。
※耐用年数終了日には、購入日から起算し、耐用年数が満了する日を記載してください（パソコンの場合、耐用年数は４年）
※任期満了時に耐用年数に満たない備品があり、別紙「残存価額計算表」を作成し残存価額がある場合は、返納額欄にその額を記載し市へ返還してください。

30万円未満の備品について処分取得

按
あん

分

割合

備品
番号

年度
適用

【上段】品目（品名又は型番）
【下段】使用目的などを記載 年月日 返納額税込価格 年月日 処分理由

（参考様式１５）
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残存価額計算表（記入例）

備品番号４　ノートパソコン（NEC　LAVIE PCN1685KAL）

備品への政務活動費の充当額 60,000 円（A） 備品耐用年数 48 カ月（B）

在職期間

備品使用期間

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 12

　 　 　 　 　 　 ● ● ● ● ● ● 6

〇 〇 〇 〇 〇 　 　 　 　 　 　 　 5

● ● ● ● ● 　 　 　 　 　 　 　 5

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0

　※色のついたセルを入力してください。 〇・・在職 　

●・・備品使用あり 　

在職期間　 17 カ月（C）

備品使用期間 11 カ月（D）

１月当たりの充当額 (A)/（B） 1,250 円(E)

台帳抹消までの減価償却額 (E)×(D) 13,750 円(F)

残存価額 (A)－(F) 46,250 円

3月5月

令和５年

12月 1月 2月

令和６年

令和７年

令和８年

4月

　該当備品：

6月 7月 8月 9月 10月 11月任期

１年目

２年目

３年目

４年目

（参考様式１６）
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備 品 抹 消 届 
 

令和  年  月  日 
 
会派代表者 様 
会派経理責任者 様 

 
議員名         

 
下記の備品について、処分いたしましたので届け出します。 
 
 

記 
 
 

品 名 デスクトップパソコン 

購入年月日 令和○○年○○月○○日 

数 量 １ 

型式・形状等 ○○社 AFK-○○○○○ 

購入金額（税込） 100,000 円 

抹消の理由 故障のため 

 
 
 
 

（参考様式１７） 

記入例 
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○岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例 

平成１３年３月２２日 

市条例第１号 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１００条第１４項から第

１６項までの規定に基づき，岡山市議会議員の調査研究その他の活動に資するための経

費の一部として，議会における各会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事

項を定めるものとする。 

（政務活動費の交付対象） 

第２条 政務活動費は，岡山市議会における会派（所属議員が１人の場合を含む。以下「会

派」という。）に対して交付する。 

（政務活動費の額及び交付方法） 

第３条 会派に対する政務活動費は，各月１日（以下「基準日」という。）における当該

会派の所属議員数に月額２１８，０００円を乗じて得た額を半期ごとに交付する。 

２ 基準日において議員の辞職，失職，除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があっ

た場合は，当該議員は前項の所属議員に含まないものとし，基準日において議会の解散

があった場合は，当月分の政務活動費は交付しない。 

３ 政務活動費は，各半期の最初の月に，当該半期に属する月数分を交付する。ただし，

半期の途中において議員の任期が満了する場合は，任期満了日の属する月までの月数分

を交付するものとする。 

４ 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては，その結成のあった日の属す

る月の翌月（その日が基準日に当たるときは，当月）に，当該結成のあった日の属する

月の翌月分（その日が基準日に当たるとき及び議員改選後最初の会派の結成に当たると

きは，当月分）から当該半期の最終月分までの政務活動費を交付する。 

５ 政務活動費は，交付月の２０日までに交付する。ただし，その日が岡山市の休日を定

める条例（平成元年市条例第４４号）に規定する休日に当たるときは，その翌日とする。 

（所属議員数の異動に伴う調整） 

第４条 半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた
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場合にあっては，その異動が生じた日の属する月の翌月（その日が基準日に当たるとき

は，当月）の末日までに，既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算

定した政務活動費の額を下回るときは，当該下回る額を追加して交付し，既に交付した

額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は，会派の代表者は当該上回る

額を返還しなければならない。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派が，半期の途中において解散したときは，当該会派は，

解散の日から３０日以内に，解散の日の属する月の翌月分（その日が基準日に当たる場

合は，当月分）以降の政務活動費を返還しなければならない。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第５条 政務活動費は，会派が行う調査研究，研修，広報，広聴，市民相談，要請，陳情，

各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し，市政に反映させる活動その他

市民福祉の増進を図るために必要な活動（次項において「政務活動」という。）に要す

る経費に対して交付する。 

２ 政務活動費は，別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。 

（経理責任者） 

第６条 会派は，政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

（収支報告書等の提出等） 

第７条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は，政務活動費に係る収入及び支出

の報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し，これに領収書等の証拠書類の写し

を添えて，議長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による収支報告書及び領収書等の証拠書類の写し（以下「収支報告書等」

という。）は，前年度の交付に係る政務活動費について，毎年４月３０日までに提出し

なければならない。 

３ 会派の解散があった場合は，前項の規定にかかわらず，当該会派の経理責任者であっ

た者は，解散の日から３０日以内に収支報告書等を提出しなければならない。 

（政務活動費の返還） 

第８条 市長は，政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活

動費の総額から，当該会派がその年度において第５条に定める経費の範囲に基づいて支
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出した総額を控除して残余がある場合には，当該残余の額に相当する額の政務活動費を

返還させるものとする。 

（収支報告書等の保存，閲覧等） 

第９条 議長は，第７条の規定により提出された収支報告書等を，提出期限の日から起算

して５年を経過する日まで保存しなければならない。 

２ 何人も，議長に対し，前項の収支報告書等の閲覧又は写しの交付を請求することがで

きる。 

３ 収支報告書等の写しの交付を受けるものは，写しの作成に要する費用を負担しなけれ

ばならない。 

４ 議長は，第７条の規定により提出された収支報告書等の写しを市議会ホームページに

掲載することにより公開するものとする。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか，政務活動費の交付に関し必要な事項は，市長の

定めるところによる。 

附 則 

この条例は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年市条例第３６号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年市条例第４９号） 

この条例は，平成１９年７月１日（以下「施行日」という。）から施行し，改正後の岡

山市議会の各会派に対する政務調査費の交付に関する条例の規定は，施行日以後の支出に

係るものから適用する。 

附 則（平成２０年市条例第４２号） 

この条例は，地方自治法の一部を改正する法律（平成２０年法律第６９号）の施行の日

から施行する。 

附 則（平成２５年市条例第４号） 

１ この条例は，平成２５年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は，施行
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日以後に交付される政務活動費から適用し，施行日前に改正前の岡山市議会の各会派に

対する政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については，

なお従前の例による。 

附 則（令和２年市条例第３５号） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第９条第４項の規定は，この条例の施行の日以後に交付される政務活動費に

ついて適用し，同日前に交付された政務活動費については，なお従前の例による。 

附 則（令和７年市条例第２号） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例の規定は，この

条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し，同日前に交付された政務

活動費については，なお従前の例による。 

別表（第５条関係） 

項目 内容 

調査研究費 会派が行う市の事務，地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関

する経費（視察旅費を含む。） 

研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修

会の参加に要する経費（旅費を含む。） 

広報費 会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費 

広聴費 会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴

取，市民相談等の活動に要する経費 

要請・陳情活動費会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 

会議費 会派が各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意

見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 

資料購入費 会派が行う活動に必要な図書，資料等の購入に要する経費 

人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 
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事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 
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○岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する規則 

平成１３年３月２７日 

市規則第８０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例（平成

１３年市条例第１号。以下「条例」という。）に基づき交付される政務活動費について

必要な事項を定めるものとする。 

（交付申請等） 

第２条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は，毎年度，市長に対し，議長

を経由して政務活動費交付申請書（様式第１号）を提出しなければならない。この場合

において申請した事項に変更があった場合は，政務活動費交付変更申請書（様式第２号）

を提出しなければならない。 

２ 会派を解散したときは，その代表者であった者は，直ちに，市長に対し，議長を経由

して会派解散届（様式第３号）を提出しなければならない。 

（交付決定） 

第３条 市長は，前条第１項の規定により申請のあった各会派について，交付すべき政務

活動費の額を決定し，各会派の代表者に対し，政務活動費交付・変更決定通知書（様式

第４号）により通知するものとする。 

（交付請求） 

第４条 前条の規定による交付決定通知を受けた各会派の代表者は，その交付期限に当た

る日の前日までに，追加交付に係る変更決定通知を受けた場合は遅滞なく，政務活動費

交付請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（収支報告書等） 

第５条 条例第７条第１項に規定する収支報告書は，様式第６号によるものとする。 

２ 議長は，条例第７条の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するも

のとする。 

（収支報告書等の閲覧等） 

第６条 条例第９条第２項の規定により，収支報告書等を閲覧し，又はその写しの交付を
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受けようとするものは，政務活動費収支報告書等閲覧簿（様式第７号）に必要事項を記

載しなければならない。 

２ 条例第９条第３項に規定する収支報告書等の写しの作成に要する費用は，日本産業規

格A列３番までの用紙片面１枚につき１０円とする。 

（会計帳簿の整理保管） 

第７条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は，政務活動費の支出について会計

帳簿を調製し，当該政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日から起算して５年を

経過する日まで保管しなければならない。 

附 則 

この規則は，平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年市規則第２９５号） 

この規則は，平成１９年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年市規則第４５号） 

１ この規則は，平成２５年３月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この規則の規定は，施行日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書，政務活動費

交付変更申請書，会派解散届，政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交

付・変更決定通知書から適用し，施行日前に改正前の岡山市議会の各会派に対する政務

調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した会派結成・異動届，政務調査費

交付申請書，政務調査費交付変更申請書，会派解散届，政務調査費交付請求書及び市長

が通知した政務調査費交付・変更決定通知書については，なお従前の例による。 

附 則（平成３１年市規則第９０号） 

この規則は，平成３１年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年市規則第１０２号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第２条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第６条関係） 
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政務活動費による海外行政調査に関する取扱要領  
 
 （趣旨） 
第１条  この要領は、本市議会の各会派に交付される政務活動費による海外行政調査の旅費

に関する事項を定めるものとする。 
 （派遣） 
第２条 政務活動費による海外行政調査の派遣は、次の場合に実施する。 

(1) 諸外国における先進的な行政事情その他必要な事項を調査するため行う行政調査。 
(2) 姉妹・友好都市への国際親善等特別の目的をもって派遣する場合。 

 （制限） 
第３条 政務活動費による海外行政調査を実施する場合における制限は、次の各号に定め

るところによる。 
(1) 派遣人数については１回につき議員２人以上とする。 
(2) 派遣回数については、議員１人当たり年間３回までとする。 
(3) 派遣期間については、概ね５日間以内とする。 
(4) 旅費の支出枠については、総計で議員１人当たりの政務活動費の年間交付額の３分

の１以内とする。 
(5) 派遣先は主として公的機関とする。 
(6) 観光目的の海外旅行ツアーを利用して行政調査は実施できない。 
(7) 他の海外行政調査の派遣と重複して実施できない。 
(8) 本会議等開催中は実施できない。 

 （派遣申請） 
第４条 日程、派遣先、調査目的等の内容について、派遣議員は、「視察申請書」（以下

「申請書」という。）を事前に会派の経理責任者を経由して会派代表者に届け出るもの

とする。会派代表者は、申請書の写しを議長に送付するものとする。 
 （派遣報告） 
第５条 派遣議員は、行政調査終了後、速やかに「視察報告書」を会派の経理責任者を経

由して会派代表者に報告するものとする。 
 （その他） 
第６条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定めるものとす

る。 
 
  附則 
 この要領は、平成１３年４月２日から施行する。 
 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

 この要領は、平成２５年７月１日から施行する。 
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